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第
１　

は
じ
め
に

１　

多
く
の
地
方
公
共
団
体
で
は
、
会
派
へ
あ
ら
か

じ
め
政
務
活
動
費
を
概
算
払
い
（
前
払
い
）
し
、

後
に
清
算
す
る
（
残
余
が
あ
れ
ば
返
還
す
る
）
と

い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

清
算
後
に
政
務
活
動
費
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、

そ
の
分
を
不
当
利
得
と
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、交
付
額
が
20
万
円
、支
出
額
（
執
行
額
）

が
30
万
円
（
そ
の
う
ち
20
万
円
に
政
務
活
動
費
を

充
当
）
と
い
う
場
合
で
、
政
務
活
動
費
と
し
て
認

め
ら
れ
な
い
も
の
が
７
万
円
含
ま
れ
て
い
た
と
き

は
、
次
の
と
お
り
返
還
義
務
は
な
い
と
さ
れ
る
。

交
付
額
20
万
円

支
出
額
30
万
円 

― 

違
法
額
７
万
円
＝
適
法
額

23
万
円

適
法
額
23
万
円
が
交
付
額
20
万
円
を
下
回
ら
な

い
た
め
返
還
不
要

こ
の
こ
と
を
判
示
し
た
の
が
、
最
高
裁
平
成
30

年
11
月
16
日
判
決（
判
例
時
報
２
４
２
６
号
３
頁
）

で
あ
る
。

２　

交
付
額
が
20
万
円
、
支
出
額
が
30
万
円
（
そ
の

う
ち
20
万
円
に
政
務
活
動
費
を
充
当
）
と
い
う
場

合
で
、
政
務
活
動
費
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の

が
17
万
円
含
ま
れ
て
い
た
と
き
の
返
還
額
は
、
次

の
い
ず
れ
に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
判
示
し
た
の
が
、
最
高
裁
令
和
３
年

12
月
21
日
判
決（
判
例
地
方
自
治
４
８
３
号
11
頁
。

以
下
「
本
判
決
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。

ａ　

交
付
額
20
万
円

支
出
額
30
万
円–

違
法
額
17
万
円
＝
適
法

額
13
万
円

適
法
額
13
万
円
が
交
付
額
20
万
円
を
７
万

円
下
回
る
た
め
７
万
円
返
還
必
要

ｂ　

交
付
額
20
万
円

違
法
額
17
万
円

17
万
円
返
還
必
要
（
な
お
、
こ
の
場
合
で

も
、交
付
額
が
違
法
額
を
下
回
る
と
き
は
、

交
付
額
の
限
度
で
返
還
す
る
こ
と
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。）

第
２　

最
高
裁
令
和
３
年
12
月
21
日
判

決
１　

事
案
の
概
要

岡
山
市
は
、
岡
山
市
議
会
の
各
会
派
に
対
す
る
政

務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
本
件
条

政
務
活
動
費
に
か
か
る
不
当
利
得
返
還
義
務
は
、
支
出
額
を

基
準
と
し
た
適
法
額
が
交
付
額
を
下
回
る
場
合
に
そ
の
下
回
る

額
に
限
ら
れ
る

重
要
判
例
に
学
ぶ

地
方
自
治
の
知
識

弁
護
士

羽
根
　
一
成

政
務
活
動
費
に
か
か
る
不
当
利
得
返
還
義
務
は
、
支
出
額
を
基
準
と
し
た 

適
法
額
が
交
付
額
を
下
回
る
場
合
に
そ
の
下
回
る
額
に
限
ら
れ
る

最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
令
和
３
年
12
月
21
日
判
決
（
判
例
地
方
自
治
４
８
３
号
11
頁
）
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例
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
、平
成
27
年
度
に
お
い
て
、

ネ
ク
ス
ト
岡
山
に
平
成
27
年
４
月
分
の
政
務
活
動
費

（
13
万
５
０
０
０
円
）
を
交
付
し
た
。

ネ
ク
ス
ト
岡
山
は
、
平
成
27
年
４
月
分
の
政
務
活

動
費
（
広
報
費
）
と
し
て
、
所
属
議
員
が
発
行
し
た

報
告
紙
１
万
部
の
印
刷
代
14
万
０
９
４
０
円
（
以
下

「
本
件
印
刷
代
」
と
い
う
。）
を
支
出
し
た
。

ネ
ク
ス
ト
岡
山
の
収
支
報
告
書
に
お
け
る
支
出
額

は
15
万
３
４
６
８
円
で
あ
り
、
同
額
に
は
広
報
費
と

し
て
本
件
印
刷
代
が
含
ま
れ
て
い
た
。

ネ
ク
ス
ト
岡
山
は
、
平
成
27
年
４
月
分
の
政
務
活

動
費
に
関
し
、
平
成
28
年
６
月
15
日
、
市
に
対
し
、

５
万
２
０
０
２
円
を
返
還
し
た
（
以
下
、
こ
の
返
還

を
「
本
件
返
納
」
と
い
う
。）。

本
件
印
刷
代
の
全
額
が
岡
山
市
議
会
の
各
会
派
に

対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
則
５
条
、

別
表
（
以
下
「
本
件
使
途
基
準
」
と
い
う
。
政
務
活

動
費
は
、
会
派
が
行
う
調
査
研
究
、
研
修
、
広
報
等

の
活
動
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
交
付
し
、
調
査
研

究
費
、
研
修
費
、
広
報
費
等
10
項
目
の
経
費
に
充
て

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
）
に
適
合
し
な
い
。

２　

原
判
決
（
広
島
高
裁
岡
山
支
部
令
和
２
年
９
月

10
日
判
決
）

「
ネ
ク
ス
ト
岡
山
に
係
る
請
求
の
額
は
、
本
件
印

刷
代
14
万
０
９
４
０
円
【
違
法
額
】
か
ら
本
件
返
納

の
額
５
万
２
０
０
２
円
を
控
除
し
た
８
万
８
９
３
８

円
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
印
刷
代
の
全
額
が
本
件
使

途
基
準
に
適
合
し
な
い
以
上
、
同
請
求
は
全
部
理
由

が
あ
る
。」（【　

】
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）

３　

本
判
決
（
最
高
裁
令
和
３
年
12
月
21
日
判
決
）

⑴
　
多
数
意
見

「
本
件
条
例
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動

費
に
つ
い
て
、
そ
の
収
支
報
告
書
上
の
支
出
の
一
部

が
本
件
使
途
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て

も
、
当
該
年
度
に
お
い
て
、
収
支
報
告
書
上
の
支
出

の
総
額
【
支
出
額
】
か
ら
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も

の
及
び
本
件
使
途
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
の
額

【
違
法
額
】
を
控
除
し
た
額
【
適
法
額
】
が
政
務
活

動
費
の
交
付
額
【
交
付
額
】
を
下
回
る
こ
と
と
な
ら

な
い
場
合
に
は
、
当
該
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け

た
会
派
は
、
市
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
義
務
を
負

わ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
最
高
裁

平
成
29
年
（
行
ヒ
）
第
４
０
４
号
同
30
年
11
月
16
日

第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
72
巻
６
号
９
９
３
頁
参
照
）。

前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
ネ
ク
ス
ト
岡
山
に

交
付
さ
れ
た
平
成
27
年
４
月
分
の
政
務
活
動
費
に
つ

い
て
は
、
ネ
ク
ス
ト
岡
山
の
収
支
報
告
書
上
の
支
出

の
一
部
で
あ
る
本
件
印
刷
代
14
万
０
９
４
０
円
が
本

件
使
途
基
準
に
適
合
し
な
い
と
こ
ろ
、
上
記
支
出
の

総
額
15
万
３
４
６
８
円
【
支
出
額
】
か
ら
本
件
印
刷

代
【
違
法
額
】
を
控
除
し
た
額
が
１
万
２
５
２
８
円

【
適
法
額
】
と
な
り
、交
付
額
13
万
５
０
０
０
円
【
交

付
額
】を
12
万
２
４
７
２
円
下
回
る
。
そ
う
す
る
と
、

ネ
ク
ス
ト
岡
山
は
、
上
記
12
万
２
４
７
２
円
か
ら
本

件
返
納
の
額
５
万
２
０
０
２
円
を
控
除
し
た
７
万 

０
４
７
０
円
の
限
度
で
、
市
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還

義
務
を
負
う
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」

⑵
　
宇
賀
裁
判
官
の
補
足
意
見

「
私
は
、
最
高
裁
平
成
29
年
（
行
ヒ
）
第
４
０
４

号
同
30
年
11
月
16
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
72
巻

６
号
９
９
３
頁（
以
下「
平
成
30
年
判
決
」と
い
う
。）

の
存
在
を
前
提
と
し
て
法
廷
意
見
に
賛
成
す
る
が
、

平
成
30
年
判
決
及
び
法
廷
意
見
の
射
程
に
関
連
し

て
、
補
足
的
に
意
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

平
成
30
年
判
決
は
、
議
員
が
政
務
活
動
費
と
し
て

支
出
し
た
と
主
張
し
た
支
出
が
架
空
支
出
で
あ
っ
た

と
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
が
、
平
成
30
年
判
決

に
よ
れ
ば
、
当
該
事
案
と
同
様
の
定
め
が
設
け
ら
れ

て
い
る
条
例
の
下
で
は
、
架
空
支
出
に
つ
い
て
も
不

当
利
得
返
還
請
求
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
得

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
件
や
平
成
30
年
判
決
の

事
案
の
よ
う
に
、
会
派
に
対
し
て
の
み
政
務
活
動
費

が
支
払
わ
れ
た
場
合
、
架
空
支
出
の
み
又
は
違
法
な

支
出
の
み
行
い
適
法
な
支
出
を
一
切
行
わ
な
か
っ
た

議
員
で
あ
っ
て
も
、
当
該
議
員
が
所
属
す
る
会
派
全

体
の
適
法
な
支
出
額
が
当
該
会
派
に
交
付
さ
れ
た
政

務
活
動
費
の
額
以
上
で
あ
れ
ば
、
当
該
議
員
の
架
空

支
出
や
違
法
支
出
を
住
民
訴
訟
で
問
責
す
る
こ
と
は
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で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
政
務
活
動
費
の
返
還
に
関
し
て
は
、
本
件

条
例
や
平
成
30
年
判
決
に
お
け
る
条
例
と
は
異
な
る

内
容
の
規
定
を
設
け
て
い
る
条
例
も
あ
る
。例
え
ば
、

目
黒
区
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成

13
年
目
黒
区
条
例
第
５
号
）
は
、
本
件
条
例
８
条
と

同
様
の
規
定
に
加
え
て
、
区
長
に
お
い
て
、
政
務
活

動
費
を
充
て
る
こ
と
の
で
き
る
経
費
の
範
囲
外
の
支

出
の
額
に
相
当
す
る
額
の
政
務
活
動
費
の
返
還
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
（
14
条
２
項
）。

東
京
都
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成

13
年
東
京
都
条
例
第
24
号
）
は
、
剰
余
金
の
返
還
に

関
す
る
規
定
（
12
条
）
の
ほ
か
、
使
途
基
準
に
違
反

し
て
政
務
活
動
費
が
使
用
さ
れ
た
と
き
は
、
知
事
に

お
い
て
、
そ
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
（
13
条
１
項
）、
そ
の
場
合
、

既
に
政
務
活
動
費
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
知

事
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
部
分
の
返
還
を

命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
（
14
条
）。

ま
た
、
京
丹
後
市
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す

る
条
例
（
平
成
27
年
京
丹
後
市
条
例
第
25
号
）
は
、

政
務
活
動
費
の
実
績
の
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
議
長

が
そ
の
内
容
を
審
査
し
（
10
条
５
項
）、
市
長
が
政

務
活
動
費
の
額
を
確
定
し
て
支
払
い（
11
条
、12
条
）、

支
払
後
に
、
議
長
に
お
い
て
、
偽
り
そ
の
他
不
正
な

手
段
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
そ
の
他

同
条
例
及
び
関
係
規
則
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る

と
き
は
、そ
の
旨
の
報
告
を
受
け
た
市
長
に
お
い
て
、

政
務
活
動
費
の
交
付
の
決
定
を
取
り
消
し
、
既
に
政

務
活
動
費
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
会
派
又
は

無
会
派
議
員
に
対
し
当
該
政
務
活
動
費
の
返
還
を
命

ず
る
と
定
め
て
い
る
（
13
条
）。

こ
の
よ
う
な
条
例
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
本
件
や
平
成
30
年
判
決
の
よ
う
な
事
実
関

係
の
下
で
も
、
所
定
の
機
関
に
お
い
て
、
使
途
制
限

に
適
合
し
な
い
支
出
の
額
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い

て
返
還
を
命
ず
る
な
ど
の
対
応
を
と
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
得
る
。
本
判
決
や
平
成
30
年
判
決
は
、
こ
の

よ
う
な
条
例
に
基
づ
く
対
応
ま
で
否
定
す
る
趣
旨
を

含
む
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。」

第
３　

実
務
上
の
検
討

１　

本
判
決
は
、
上
記
第
１
の
２
の
う
ち
ａ
で
あ
る

こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

上
記
第
１
の
２
の
う
ち
ａ
か
ｂ
か
は
不
当
利
得

（
民
法
第
７
０
３
条
）
に
お
け
る
利
得
と
損
失
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

返
還
の
要
否
（
不
当
利
得
の
有
無
）
に
つ
い
て
は
、

支
出
額
を
基
準
と
し
た
適
法
額
が
交
付
額
を
下
回

ら
な
い
場
合
に
は
返
還
不
要
（
不
当
利
得
な
し
）、

同
適
法
額
が
交
付
額
を
下
回
る
場
合
に
は
返
還
必

要
（
不
当
利
得
あ
り
）
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
（
最

高
裁
平
成
30
年
12
月
21
日
判
決
）、
返
還
が
必
要

な
場
合
の
返
還
額
（
不
当
利
得
の
額
）
に
つ
い
て

も
、
支
出
額
を
基
準
と
し
た
適
法
額
が
交
付
額
を

下
回
る
場
合
に
そ
の
下
回
る
額
と
す
る
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

２　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
清
算
後
に
政
務
活
動

費
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
収
支
報
告
書
に
お

い
て
、
支
出
額
を
交
付
額
に
合
わ
せ
た
と
き
と
、

支
出
額
の
う
ち
交
付
額
に
相
当
す
る
額
に
政
務
活

動
費
を
充
当
す
る
と
し
た
と
き
と
で
、
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
額
に
差
が
生
じ
得
る
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
る
（
も
っ
と
も
、前
者
の
場
合
で
も
、

訴
訟
に
お
い
て
、
実
際
の
支
出
額
が
収
支
報
告
書

に
お
け
る
支
出
額
の
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
主

張
立
証
す
る
こ
と
が
全
く
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
立
証
上
不
利

に
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。）。

３　

政
務
活
動
費
の
根
拠
法
で
あ
る
地
方
自
治
法
第

１
０
０
条
第
14
項
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、

条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
会
の
議

員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
必

要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
議
会
に
お
け
る

会
派
又
は
議
員
に
対
し
、
政
務
活
動
費
を
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

政
務
活
動
費
の
交
付
の
対
象
、
額
及
び
交
付
の
方

法
並
び
に
当
該
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
が
で
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と
っ
て
は
、
最
高
裁
で
い
か
な
る
支
出
が
違
法
と
さ

れ
た
の
か
が
最
大
の
関
心
事
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本

判
決
の
事
案
に
お
い
て
い
か
な
る
支
出
が
違
法
と
さ

れ
て
い
る
の
か
を
整
理
す
る
。

た
だ
し
、
上
記
第
３
の
３
で
述
べ
た
と
お
り
、
政

務
活
動
費
の
具
体
的
内
容
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て
お

り
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
区
々
に
な
り
得
る
こ

と
、本
判
決
は
、個
々
の
支
出
に
つ
い
て
争
点
と
な
っ

て
お
ら
ず
、
最
高
裁
が
そ
の
点
に
つ
い
て
判
断
し
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
（
も
っ
と
も
、
最
高
裁
が
積
極

的
に
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
、

こ
れ
と
一
致
し
な
い
実
務
対
応
に
は
リ
ス
ク
が
伴
う

こ
と
に
な
る
。）
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
支
出
が
適
法
と
い
え
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
、
地
方
自
治
法
第
１
０
０
条
第
14
項
に

い
う
政
務
活
動
費
、
す
な
わ
ち
「
議
会
の
議
員
の
調

査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経

費
」
に
該
当
し
（
政
務
活
動
費
該
当
性
）、
か
つ
地

方
公
共
団
体
（
議
会
）
が
定
め
た
使
途
基
準
に
適
合

す
る
こ
と
（
使
途
基
準
適
合
性
）
が
必
要
と
な
る
。

そ
し
て
、
按
分
に
つ
い
て
、
原
判
決
が
引
用
す
る

第
１
審
判
決（
岡
山
地
裁
令
和
元
年
10
月
30
日
判
決
）

で
は
、「
政
務
活
動
と
政
務
活
動
以
外
の
政
治
活
動

が
混
在
す
る
と
み
ら
れ
る
場
合
は
原
則
と
し
て
２
分

の
１
（
50
％
）
の
割
合
で
按
分
し
た
限
度
で
、
政
務

活
動
と
政
務
活
動
以
外
の
政
治
活
動
と
私
的
活
動
が

混
在
す
る
と
み
ら
れ
る
場
合
は
原
則
と
し
て
３
分
の

１
（
33
％
）
の
割
合
で
按
分
し
た
限
度
で
、
政
務
活

動
と
の
間
に
合
理
的
関
連
性
を
有
す
る
も
の
と
事
実

上
推
認
」
し
、
た
だ
、「
こ
れ
と
異
な
る
政
務
活
動

の
比
率
が
具
体
的
に
判
明
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
比

率
で
按
分
し
た
額
の
限
度
で
、
政
務
活
動
と
の
間
に

合
理
的
関
連
性
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
主
張
立
証
責
任
に
つ
い
て
は
、
同
第
１
審

判
決
で
は
、「
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
基
礎
づ
け

る
具
体
的
事
実
、
す
な
わ
ち
、
各
会
派
が
政
務
活
動

費
を
本
件
条
例
５
条
及
び
別
表
に
定
め
る
使
途
基
準

に
違
反
す
る
支
出
に
充
て
た
と
い
う
事
実
（
政
務
活

動
と
の
間
に
合
理
的
関
連
性
が
な
い
こ
と
）
は
、
本

来
、
そ
の
事
実
を
主
張
す
る
原
告
が
そ
の
主
張
立
証

責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。」
が
、「
原
告
が
問
題
視

す
る
支
出
の
内
容
（
領
収
書
等
添
付
用
紙
に
記
載
さ

れ
た
使
途
内
容
あ
る
い
は
被
告
な
い
し
各
会
派
が
明

ら
か
に
し
た
使
途
内
容
）
が
一
般
的
・
類
型
的
に
み

て
使
途
基
準
に
適
合
す
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、

原
告
に
お
い
て
当
該
支
出
と
政
務
活
動
と
の
間
に
合

理
的
関
連
性
が
な
い
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
立
証
す

る
必
要
が
あ
り
、
他
方
、
一
般
的
・
類
型
的
に
み
て

使
途
基
準
に
適
合
し
な
い
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、

被
告
な
い
し
会
派
に
お
い
て
、
同
支
出
と
政
務
活
動

と
の
間
に
合
理
的
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に

主
張
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

き
る
経
費
の
範
囲
は
、
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
。

そ
の
た
め
、政
務
活
動
費
の
具
体
的
な
内
容
は
、

条
例
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
に

よ
っ
て
区
々
に
な
り
得
る
。
宇
賀
裁
判
官
の
補
足

意
見
は
、
要
す
る
に
、
条
例
で
、
違
法
額
に
つ
い

て
全
額
返
還
す
る
よ
う
制
度
設
計
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
制
度
設
計
さ
れ
て
い
る

場
合
（
目
黒
区
、
東
京
都
、
京
丹
後
市
の
よ
う
な

場
合
）
は
、
本
判
決
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
額
返
還

す
る
必
要
が
あ
る（
上
記
第
１
の
２
の
ｂ
に
な
る
）

こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

最
高
裁
平
成
30
年
11
月
16
日
判
決
の
調
査
官
解
説

（
最
高
裁
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
30
年
３
１
２
・

３
１
８
頁
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、議
会
自
ら
そ
の
よ
う
に
条
例
を
定
め
た
以
上
、

会
派
が
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
は
や
む
を
得

な
い
。

第
４　

本
判
決
の
事
案
に
お
い
て
違
法

と
さ
れ
て
い
る
支
出

１　

基
本
的
な
考
え
方
、
按
分
、
主
張
立
証
責
任

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
額
が
い
く
ら
に
な
る

の
か
は
、
訴
訟
（
い
わ
ゆ
る
４
号
請
求
）
に
お
い
て

は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
返
還
請
求
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
会
派
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
職
員
（
議
会
事
務
局
の
職
員
）
に
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２　

原
判
決

⑴
　
調
査
研
究
費

①　

自
動
車
リ
ー
ス
料
（
全
額
）

「
そ
の
実
質
は
、
自
動
車
の
購
入
ロ
ー
ン
契
約
に

近
い
も
の
」
で
あ
り
「
個
人
資
産
形
成
に
繋
が
る
」

→　

自
動
車
リ
ー
ス
料
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に

は
、
少
な
く
と
も
、
契
約
上
、
リ
ー
ス
期
間
満

了
後
に
返
却
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
。
な
お
、
自
動
車
購
入
代
金
に
つ

い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

②　

ｂ
ｅ
（
地
方
自
治
体
の
議
員
の
た
め
に
地
方
自

治
政
策
に
関
す
る
研
究
会
や
政
策
の
情
報
発
信
を

行
っ
て
い
る
団
体
）
の
会
費
・
資
料
代
（
１
／
２
）

「
ｂ
ｅ
は
、
そ
の
事
務
局
が
Ｔ
〔
注
：
Ｓ
議
員

が
代
表
を
務
め
る
団
体
〕
の
事
務
所
と
同
一
の
場

所
に
あ
る
」

→　

議
員
の
関
係
先
が
絡
む
場
合
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

③　

ガ
ソ
リ
ン
代（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
の
全
額
）

「
普
段
使
用
し
て
い
た
自
動
車
に
は
ハ
イ
オ
ク

ガ
ソ
リ
ン
を
給
油
し
て
い
た
」
の
に
、一
部
が
「
レ

ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
代
」
で
あ
る
。

④　

タ
ブ
レ
ッ
ト
利
用
料
金
（
２
台
目
以
降
）

「
一
般
的
に
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
は
、
政
務
活
動
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
政
治
活
動
や
私
的
活
動

に
も
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
」

→　

タ
ブ
レ
ッ
ト
は
１
台
で
十
分
と
い
う
の
が
現

照
ら
し
、
上
記
の
プ
チ
コ
ー
ス
〔
注
：
視
聴
可
能

な
Ｃ
Ｓ
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
が
最
小
（
５
）〕
に
近
い

コ
ー
ス
の
通
信
料
を
６
か
月
分
ま
と
め
て
支
払
っ

た
も
の
」

③　

後
援
会
事
務
所
で
利
用
す
る
ｏ
ｎ
ｉ
ビ
ジ
ョ
ン

の
通
信
料
（
１
／
４
）

「
ａ
ｉ
議
員
の
ｏ
ｎ
ｉ
ビ
ジ
ョ
ン
加
入
コ
ー
ス

は
、
上
記
の
支
払
月
額
に
照
ら
し
、
上
記
の
ベ
ー

シ
ッ
ク
Ｈ
Ｄ
コ
ー
ス〔
注
：
視
聴
可
能
な
Ｃ
Ｓ
チ
ャ

ン
ネ
ル
数
が
38
〕
に
近
い
、
娯
楽
番
組
を
配
信
し

て
い
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
相
当
数
視
聴
で
き
る
も
の

で
あ
っ
た
」

⑶
　
研
修
費

①　

Ｔ
が
主
催
し
た
市
民
自
治
講
座
「
若
者
を
戦
地

に
送
っ
て
は
な
ら
な
い
」
に
出
席
し
た
際
の
駐
車

場
代
、
同
講
座
の
講
師
に
支
払
っ
た
講
師
代
及
び

交
通
費
（
１
／
２
）

「
Ｔ
は
、
Ｓ
議
員
が
代
表
を
務
め
る
団
体
で
あ

る
」

→　

議
員
の
関
係
先
が
絡
む
場
合
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

⑷
　
広
報
費

①　

市
議
会
レ
ポ
ー
ト
総
集
編
と
題
す
る
報
告
紙
の

印
刷
代
及
び
燃
料
代
（
全
額
）

「
全
４
頁
の
う
ち
１
頁
目
は
ａ
ｅ
議
員
の
名
前

在
の
水
準
の
よ
う
で
あ
る
。

⑤　

タ
ッ
ク
シ
ー
ル
の
購
入
代
金
（
市
政
報
告
紙
の

郵
送
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
以
外
全
額
）

「
タ
ッ
ク
シ
ー
ル
が
、
汎
用
性
が
高
く
、
政
務

活
動
以
外
の
政
治
活
動
に
も
用
い
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
る
」

→　

事
務
用
品
、
封
筒
、
宛
名
シ
ー
ル
等
は
、
専

ら
政
務
活
動
に
使
用
し
た
こ
と
の
記
録
を
残
す

必
要
が
あ
る
。

⑵
　
事
務
所
費

①　

事
務
所
賃
料
（
１
／
２
）

「
当
該
事
務
所
賃
料
に
係
る
賃
貸
借
契
約
の
実

態
は
、
Ｑ
議
員
が
、
自
身
が
所
有
す
る
建
物
の
一

部
で
あ
る
当
該
事
務
所
を
、
自
身
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
一
心
太
助
を
通
し
て
、
自
身
の
１
人
会
派

で
あ
る
同
会
派
に
賃
貸
す
る
と
い
う
、
Ｑ
議
員
に

よ
る
自
己
契
約
と
同
視
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
」

「
上
記
事
務
所
賃
料
に
、
一
心
太
助
が
第
三
者

か
ら
賃
借
し
た
駐
車
場
の
使
用
料
や
、
同
会
派
の

活
動
の
た
め
の
実
費
で
あ
る
光
熱
水
費
、電
話
代
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
代
が
含
ま
れ
る
」

→　

議
員
の
関
係
先
が
絡
む
場
合
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

②　

後
援
会
事
務
所
で
利
用
す
る
ｏ
ｎ
ｉ
ビ
ジ
ョ
ン

の
通
信
料
（
１
／
２
）

「
ａ
ｈ
議
員
は
、
上
記
の
支
払
額
及
び
回
数
に
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及
び
顔
写
真
並
び
に
抱
負
に
よ
り
、
４
頁
目
も
ａ

ｅ
議
員
の
抱
負
及
び
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
構
成
さ
れ
」
て
い
る
。

２
頁
目
、
３
頁
目
は
「
そ
の
内
容
は
、
具
体
的

な
議
会
で
の
質
問
や
活
動
の
記
載
は
少
な
く
、
ａ

ｅ
議
員
の
政
治
理
念
の
記
載
が
多
く
を
占
め
る
も

の
で
あ
る
」

「
上
記
報
告
紙
の
発
行
時
期
が
平
成
27
年
４
月

の
市
議
選
の
２
か
月
前
で
あ
っ
た
」

→　

政
務
調
査
費
か
ら
政
務
活
動
費
と
な
っ
て

も
、
い
わ
ゆ
る
議
会
報
告
に
は
、
議
会
で
の
質

問
や
活
動
（
あ
る
い
は
市
政
に
対
す
る
意
見
、

相
談
の
受
付
）
の
内
容
が
必
要
と
な
る
。

②　

封
筒
の
印
刷
費
用
（
１
／
２
）

「
封
筒
は
、
市
政
報
告
紙
郵
送
等
の
政
務
活
動

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
政
治
活
動
に
も
利
用

可
能
な
も
の
で
あ
る
」

→　

事
務
用
品
、
封
筒
、
宛
名
シ
ー
ル
等
は
、
専

ら
政
務
活
動
に
使
用
し
た
こ
と
の
記
録
を
残
す

必
要
が
あ
る
。

３　

第
１
審
判
決

⑴
　
広
報
費

①　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
レ
ン
タ
ル
料
及
び
手
数
料
（
１

／
２
）

「「
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
」
に
は
「
誠
実
に
着
実
に
！

対
話
と
実
行
！
」
と
の
文
言
と
と
も
に
同
議
員
の

写
真
及
び
挨
拶
文
等
が
掲
載
さ
れ
、「
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
」
に
は
同
議
員
の
写
真
及
び
経
歴
等
が
掲
載
さ

れ
、「
目
標
」
に
は
同
議
員
の
複
数
の
写
真
及
び

今
後
の
取
組
み
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
」

→　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
議
員
の
写
真
、
挨
拶
文
、

経
歴
、今
後
の
取
組
み
等
を
掲
載
し
て
い
る
と
、

按
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

②　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
料
（
１
／
２
）

「
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
ご
挨
拶
」
の
ペ
ー
ジ

に
は
同
議
員
の
公
式
Ｆａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
の
ペ
ー
ジ

が
掲
載
さ
れ
、
ブ
ロ
グ
と
と
も
に
当
選
の
報
告
や

お
礼
等
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」

の
ペ
ー
ジ
に
は
同
議
員
の
経
歴
や
紹
介
文
、「
政

策
」
の
ペ
ー
ジ
に
は
同
議
員
の
挑
戦
す
る
事
項
等

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
各
ペ
ー
ジ
に
は
同
議
員
の

名
前
及
び
写
真
が
一
定
程
度
の
大
き
さ
で
掲
載
さ

れ
て
い
る
」

→　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
議
員
の
写
真
、
挨
拶
文
、

経
歴
、今
後
の
取
組
み
等
を
掲
載
し
て
い
る
と
、

按
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

③　

封
筒
の
印
刷
費
用
及
び
用
紙
代
（
１
／
２
）

「
一
般
的
に
み
て
、
封
筒
は
、
汎
用
性
が
高
く
、

市
政
報
告
紙
の
郵
送
な
ど
の
政
務
活
動
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
議
員
個
人
と
し
て
の
政
治

活
動
の
た
め
の
書
類
の
郵
送
な
ど
政
務
活
動
以
外

の
政
治
活
動
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
」

→　

事
務
用
品
、
封
筒
、
宛
名
シ
ー
ル
等
は
、
専

ら
政
務
活
動
に
使
用
し
た
こ
と
の
記
録
を
残
す

必
要
が
あ
る
。

④　

封
筒
の
印
刷
費
用
（
１
／
２
）

「
前
記
の
と
お
り
、
封
筒
は
汎
用
性
の
高
い
も

の
で
あ
る
」

→　

事
務
用
品
、
封
筒
、
宛
名
シ
ー
ル
等
は
、
専

ら
政
務
活
動
に
使
用
し
た
こ
と
の
記
録
を
残
す

必
要
が
あ
る
。

⑤　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
料
（
１
／
２
）

「
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
市
政
の
報
告
を
目

的
と
し
て
い
る
部
分
と
同
議
員
個
人
の
Ｐ
Ｒ
を
目

的
と
し
て
い
る
部
分
が
相
当
程
度
の
割
合
で
混
在

し
て
い
る
」

→　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
議
員
の
写
真
、
挨
拶
文
、

経
歴
、今
後
の
取
組
み
等
を
掲
載
し
て
い
る
と
、

按
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

⑥　

タ
ッ
ク
シ
ー
ル
代
（
１
／
２
）

「
一
般
的
に
み
て
、
タ
ッ
ク
シ
ー
ル
は
、
汎
用

性
が
高
く
、
市
政
報
告
紙
の
郵
送
な
ど
の
政
務
活

動
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
議
員
個
人
と

し
て
の
政
治
活
動
の
た
め
の
書
類
の
郵
送
な
ど
政

務
活
動
以
外
の
政
治
活
動
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
」

→　

事
務
用
品
、
封
筒
、
宛
名
シ
ー
ル
等
は
、
専

ら
政
務
活
動
に
使
用
し
た
こ
と
の
記
録
を
残
す

必
要
が
あ
る
。
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⑵
　
調
査
研
究
費

①　

ガ
ソ
リ
ン
代（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
の
全
額
）

「
同
議
員
が
普
段
使
用
し
て
い
る
車
両
に
は
ハ

イ
オ
ク
ガ
ソ
リ
ン
を
給
油
し
て
い
る
」
の
に
「
レ

ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
が
給
油
さ
れ
て
い
る
」

②　

ガ
ソ
リ
ン
代（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
の
全
額
）

「
同
議
員
が
通
常
使
用
し
て
い
る
車
両
に
は
ハ

イ
オ
ク
ガ
ソ
リ
ン
を
給
油
し
て
」
い
る
の
に
「
レ

ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
を
給
油
し
て
い
る
」

③　

ガ
ソ
リ
ン
代（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
の
全
額
）

「
同
議
員
が
通
常
使
用
し
て
い
る
車
両
に
は
ハ

イ
オ
ク
ガ
ソ
リ
ン
を
給
油
し
て
」
い
る
の
に
「
レ

ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
を
給
油
し
て
い
る
」

④　

ガ
ソ
リ
ン
代（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
の
全
額
）

「
同
議
員
が
普
段
使
用
し
て
い
る
車
両
に
は
ハ

イ
オ
ク
ガ
ソ
リ
ン
が
給
油
さ
れ
て
い
る
が
」、「
レ

ギ
ュ
ラ
ー
ガ
ソ
リ
ン
が
給
油
さ
れ
て
い
る
」

⑤　

タ
ブ
レ
ッ
ト
利
用
料
金
（
２
台
目
以
降
）

「
一
般
的
に
み
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
は
、
政
務
活

動
に
も
、
そ
れ
以
外
の
政
治
活
動
に
も
、
私
的
活

動
に
も
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
」

→　

タ
ブ
レ
ッ
ト
は
１
台
で
十
分
と
い
う
の
が
現

在
の
水
準
の
よ
う
で
あ
る
。

⑶
　
事
務
所
費

①　

事
務
用
品
（
コ
ピ
ー
用
紙
、
金
銭
出
納
帳
、
フ

ラ
ッ
ト
フ
ァ
イ
ル
、
ク
リ
ヤ
ー
ホ
ル
ダ
ー
、
消
し

ゴ
ム
）
の
代
金

「
そ
の
性
質
上
、
政
務
活
動
以
外
の
政
治
活
動

に
も
使
用
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
」

→　

事
務
用
品
、
封
筒
、
宛
名
シ
ー
ル
等
は
、
専

ら
政
務
活
動
に
使
用
し
た
こ
と
の
記
録
を
残
す

必
要
が
あ
る
。
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